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議案第６０号 

 

訴えの提起について 

 

住宅資金貸付金に係る支払督促の申立てについて，督促異議の申立てがあった

ことにより，訴えの提起があったものとみなされたため，地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により議会の議決を求める。 

 

令和２年１０月２７日 提出 

 

常総市長  神 達 岳 志 

 

記 

 

訴えの相手方，趣旨等 

 

別紙のとおり 

提案理由 

本案は，住宅資金貸付金に係る支払督促の申立てに対し，相手方から督促異議

の申立てがなされたことから民事訴訟法第３９５条の規定により訴えの提起があ

ったものとみなされることとなるため，地方自治法第９６条第１項第１２号の規

定に基づき，これを提出する。 
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１ 訴えの相手方 

住所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

氏名 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

２ 訴えの趣旨 

相手方に対し，次の金額の支払を求めるもの 

(1) 金３００，９９５円 

（金銭消費貸借契約の償還未済額のうち元金２９９，４９９円及び利息１，

４９６円の合計額） 

(2) 前号の金額のうち金２９９，４９９円に対する平成２２年８月９日から完

済まで，年１０．７５パーセントの割合による遅延損害金 

(3) 訴訟費用 

 

３ 訴訟遂行の方針 

(1) 本件訴え提起後において，その目的達成に必要がある場合は，訴えの趣旨

を変更し，若しくは追加し，又は和解することができるものとする。 

(2) 判決の結果必要がある場合は，上訴することができるものとする。 

 


